
   日本政府がイスラエルの地上侵攻と空爆の即時停止、ハマスによる

人質の解放のために全力を尽くすことを求める意見書  

 

 イスラエルの完全封鎖の下で、パレスチナ人が住むガザ地区に対して、連日の

空爆と地上侵攻が行われ、多数のパレスチナ人が殺され負傷しています。既に１

万８ ,０００人もの市民が命を失い、その約半数近くが子どもだと報道されていま

す。毎日の報道に誰もが心を痛め、一日も早い戦闘の中止や停戦、人質の解放を

願っています。  

 いかなる理由があっても、ハマスによる無差別攻撃と民間人の連行は決して許

されません。しかし、イスラエルが報復として行っているガザへの総攻撃は、子

どもたちを含む多数のパレスチナ人に死をも強要する残虐な行為です。病院など

を攻撃することは、国連憲章に違反します。  

 こうした中、１０月２７日の国連緊急特別総会で、１２１か国の賛成で、交戦

当事者に対し、直ちに永続的な「即時かつ持続的な人道的休戦」を求める決議案

が採択されました。さらに１１月１５日の国連安全保障理事会で、ガザ地区の子

どもの人道状況を改善するために戦闘の休止を求める決議が賛成多数で採択され

ました。  

 その後、１１月２４日から戦闘休止となりましたが、１２月１日から再び、戦

闘が始まりさらに多くの死者がガザ地区南部でも出ています。  

 当該地域の平和の構築のために、日本政府を含む世界各国が積極的な支援を行

うことが望まれます。  

 とりわけ、平和憲法を持ち、中東諸国と友好関係を築いてきた日本政府は、国

際人道法のいかなる場合においても生命と尊厳を守るべきとの理念を尊重し、こ

の戦闘により一般市民が直面している危機的な人道状況を改善し、事態の早期沈

静化を図ることが求められています。  

 以上のことから、下記事項が実現されますよう強く要請いたします。  

 

記  

 

１ イスラエルの地上侵攻と空爆の即時停止、ハマスによる人質解放のために、



 日本政府が外交努力を一層強めること。  

２ 国連決議を尊重し、人道的かつ平和的な支援に最善の努力を払うこと。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。 
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